
輸送の安全にかかわる情報 

                 令和 6 年 4 月 

                    トウブ急行株式会社 

①  

１． 輸送の安全に関する基本的な方針 

輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善（Plan Do Check Act）を実施し、安全

対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより絶えず輸送

の安全性の向上に努める。 

 

２． 輸送の安全に関する目標及びその達成状況 

期間 今年度（R5 年 4 月 1 日～R6 年 3 月 31 日）来年度（R6 年 4 月 1 日～R7 年 3 月 31 日） 

 

（1） 今年度の目標とその達成状況 

（今年度の目標） 

・重大事故 0 件・人身事故 0 件・健康起因事故 0 件・対物事故 0 件 

    （達成状況） 

   ・重大事故 0 件・人身事故 0 件・健康起因事故 0 件・対物事故 0 件 

※自動車事故報告規則に該当する事故 0 件 

※行政処分等の公表 0 件 

（2） 来年度の目標 

・重大事故 0 件・人身事故 0 件・健康起因事故 0 件・対物事故 0 件 

 

３． 自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計 

期間 （R5 年 4 月 1 日～R6 年 3 月 31 日） 

・総件数 0 件 

 

②   

１． 法第二十二条の二第 1 項に規定する安全管理規定 

・別紙参照 

 

２． 輸送の安全のために講じた処置及び講じようとする処置 

・ドライブレコーダーの設置・貸切バス安全性評価制度の認定・バス運転支援システムの導入・



ヒヤリハット情報交換 

 

３． 輸送の安全にかかわる情報の伝達体制その他の組織体制 

・別紙参照 

 

４． 輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況 

・バス交通安全運動（年 2 回） 

・冬季タイヤチェーン講習（年 1 回） 

・非常時における非常信号用具、非常口、消火器等の取扱い講習（年 1 回） 

・社内全員参加の安全教育会議（年 4 回） 

 

５． 輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた処置及び講じよ

うとする処置 

内部監査の結果を踏まえた改善策、今後の取り組み。 

・厳正な点呼の徹底を目指す。 

・新入運転者への教育の充実。 

・乗務員健康管理体制の充実。（健康起因事故防止） 

・飲酒運転防止に効率的な機器類への積極的な投資 

・ヒヤリハット情報の収集 

・運転手への安全運転教育の徹底。 

・車両日常点検項目の見直しと徹底。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


